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年金請求書を受付される時に確認していただきたい事項④～⑥を紹介します。

１．年金請求書において留意する事項

受付・点検に係る留意事項について（その２）

前号に続きまして、障害年金請求書等の受付・点検に係る留意事項をご紹介します。

既にご存知の内容もあるとは思いますが、改めてご案内しますので障害年金事務の参

考にしてください。

④遡及請求に係る添付書類の確認

障害認定日から1年以上経過した障害認定日請求の場合は、必要な書類が添付され
ているか確認してください。

請求書に記載された受取口座の内容の確認を漏らさないよう留意してください。

ア．障害認定日から1年以上経過した障害認定日請求の場合は、「障害給付請
求事由確認書」（様式１）を添付してください。

※請求時65歳以上の者は不要。

解説
障害認定日に障害等級に該当しない場合、請求事由を事後重症請求と
しても請求いただく意思確認のために添付してください。

イ．障害認定日から５年以上経過した障害認定日請求の場合は、「年金裁定請
求の遅延に関する申立書」（様式２）を添付してください。

解説
年金給付を受ける権利の時効は5年とされているため、添付をお願い
します。

障害認定日から１年以上経
過した請求であるか確認しま
しょう。

障害認定日は、
初診日から１年
６か月を経過し
た日でしたね。
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（様式１）

請求傷病名を
記載してください
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（様式２）
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⑤事後重症請求の理由欄の確認

事後重症請求をする際は、適切な理由が記載されているか留意してください。

事後重症による請求の場合は、障害認定日請求を行わない理由の確認をしてく
ださい。

解説

事後重症請求は、障害認定日で受給権が発生しないときに請求できる制
度であるため、障害認定日請求を行わない理由の確認が必要となります。

※ 障害認定日請求が可能で遡及して請求できるにもかかわらず、案内を
漏らしたため事後重症で請求するという事がないよう説明に当たっては
留意してください。

「３．その他（理由 ）」に○がある場合は、その理由欄に具体的な
理由が記入されていることを確認してください。

良い例：障害認定日時点の診断書が添付できないため

悪い例：制度を知らなかったため
（この理由では、障害認定日請求が可能であるかが不明確です。）

※ 事後重症請求は、65歳到達日前（誕生日の前々日）までに請求書を
提出する必要があります。

確認のポイント
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⑥初診日が20歳前であるときに添付する所得証明書等の確認

初診日が20歳前（厚生年金保険等の被保険者期間であった場合を除く。）の場合、

所得の確認が必要です。審査に必要な年度の所得証明書等が添付されているか、平成

28年度以前の所得証明書等が添付されているか確認してください。

解説

(1)所得証明書等が必要な年度

障害認定日請求を遡及して行った場合は、障害認定日時点の年度から
直近の年度までの請求者の所得証明書等の添付が必要です。

マイナンバーの申し出があれば、平成29年度以降の所得証明書等の
添付が不要となります。

※ 所得を確認する年度は、8月～翌年7月のサイクルとなります。

(2) 5年以上遡及する場合に必要な所得証明書等の年度

年金の支払を受ける権利が、時効消滅しない期間は所得証明書等、時
効消滅する期間は所得に係る申立てを添付する。

(1)、(2)について、次ページを参考にしてください。

20歳前であるかどうか
忘れずに確認しましょう。
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(2) 受給権の発生が5年以上遡及する場合に必要な所得証明書等の年度

(1) 所得証明書等が必要な年度【具体例】

請求日 障害認定日 請求事由

ア 令和2年9月 平成28年8月 障害認定日による請求

イ 令和2年9月 平成29年5月 同上

請求する年月
請求する年を

令和2年とする

年金の支払を受ける権利が
時効消滅しない期間

証明書の添付が必要となる年度

令和２年１月
平成２６年１２月分以降

平成２６年度（平成２５年中所得）以降

令和２年２月

令和２年３月
平成２７年 ２月分以降

令和２年４月

令和２年５月
平成２７年 ４月分以降

令和２年６月

令和２年７月
平成２７年 ６月分以降

令和２年８月

令和２年９月
平成２７年 ８月分以降

平成２７年度（平成２６年中所得）以降
令和２年10月

令和２年11月
平成２７年１０月分以降

令和２年12月

平成２８年度 平成２９年度

H28.8 H28.9 H28.10 H28.11 H28.12 H29.1 H29.2 H29.3 H29.4 H29.5 H29.6 H29.7

障害認定日で受給権発生となった場合、受給権発生月の翌月分以降が所得審査の対象で

す。平成28年度の所得証明書で所得審査ができる期間は、平成28年8月から平成29年7

月となります。

例えば、下表のアとイは受給権が発生する年は違いますが、所得審査を行うにあたり、

平成28年度から令和2年度の所得証明書が必要です。（平成29年度～令和2年度の所得

証明書は、マイナンバーの申出があれば添付不要です。）

H28.8 H28.9 H28.10 H28.11 H28.12 H29.1 H29.2 H29.3 H29.4 H29.5 H29.6 H29.7イ

受給権発生月 所得審査の対象期間

「平成28年度の所得証明書」で所得審査ができる期間

ア

受給権発生月 所得審査の対象期間


